
 
 
 

京都市訓令甲第   号   

会  計  室   

京都市会計管理者等専決規程の一部を次のように改正する。 

  令和２年３月３１日 

京都市長  門 川 大 作   

 別表会計室長の項第２３号中「普通財産」を「公有財産」に改め，同項中第４１号を第

４２号とし，第２４号から第４０号までを１号ずつ繰り下げ，第２３号の次に次の１号を

加える。 

 (24) 京都市公有財産規則第１６条第１項による使用の承認に関すること。 

 別表次長の項第２２号中「又は」を「及び」に，「賃料」を「貸付料」に，「普通財産」

を「公有財産」に改め，「で，電柱，水道管，ガス管等に係るもの及び期間の更新に係るも

の」を削り，同項中第３２号を第３４号とし，第２３号から第３１号までを２号ずつ繰り

下げ，第２２号の次に次の２号を加える。 

 (23) １件使用料月額１０，０００円以下の行政財産の目的外使用の使用料及び１件貸付

料月額１０，０００円以下の公有財産の貸付けの貸付料の減免に関すること。 

 (24) 京都市公有財産規則第１６条第１項による使用の承認のうち軽易なものに関するこ

と。 

   附 則 

 この訓令は，令和２年４月１日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 
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